
 
 

電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
電
波
利
用
料
は
、
無
線
局
全
体
の
受
益
を
直
接
の
目
的
と
し
て
行
う
事
務
に
要
す
る
費
用
を
受
益
者
で
あ
る
免
許
人
等
が

負
担
す
る
、
い
わ
ゆ
る
特
定
財
源
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
の
電
波
利
用
料
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
電
波
の
利
用

状
況
等
の
変
化
に
対
応
し
つ
つ
、
電
波
利
用
料
負
担
者
の
理
解
を
十
分
得
ら
れ
る
よ
う
、
使
途
、
予
算
規
模
及
び
料
額
に
つ

い
て
、
議
論
の
透
明
性
を
確
保
し
、
一
層
の
公
平
性
・
適
正
性
の
向
上
を
図
る
こ
と
。 

 

二
、
前
項
の
う
ち
、
電
波
利
用
料
の
料
額
の
改
定
に
つ
い
て
は
、
免
許
人
等
が
負
担
の
水
準
を
予
見
で
き
る
よ
う
、
三
年
ご
と

に
検
討
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
安
易
な
電
波
利
用
料
額
の
引
上
げ
は
慎
む
こ
と
。
検
討
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を

講
ず
る
場
合
に
お
い
て
も
、
料
額
が
急
激
に
増
加
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。 

 

三
、
電
波
利
用
料
の
歳
入
と
歳
出
の
累
積
差
額
に
つ
い
て
は
、
電
波
利
用
料
の
共
益
費
用
と
し
て
の
性
格
や
特
定
財
源
と
し
て

の
位
置
付
け
を
踏
ま
え
、
必
要
性
や
緊
急
性
の
高
い
電
波
利
用
共
益
事
務
へ
の
積
極
的
な
活
用
を
図
る
こ
と
。 

 

四
、
特
定
基
地
局
の
開
設
指
針
の
策
定
及
び
同
指
針
に
基
づ
く
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
公
平
性
・
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と
。 

ま
た
、
特
定
基
地
局
開
設
料
の
使
途
に
つ
い
て
は
、
電
波
の
公
平
か
つ
能
率
的
な
利
用
を
確
保
す
る
電
波
法
の
趣
旨
に
鑑

み
、
最
大
限
効
率
的
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
適
正
化
を
図
る
と
と
も
に
、
電
波
利
用
料
と
同
様
に
、
そ
の
実
施
状
況
に
つ
い
て

公
表
す
る
な
ど
の
透
明
化
を
図
る
こ
と
。 

 

五
、
公
共
用
無
線
の
高
度
化
に
つ
い
て
は
、
当
該
高
度
化
を
促
す
た
め
の
財
政
措
置
等
に
万
全
を
期
す
と
と
も
に
、
新
た
に
電

波
利
用
料
を
徴
収
す
る
公
共
用
無
線
局
の
範
囲
を
政
令
で
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
各
無
線
局
の
特
性
や
財
政
措
置
等
の
状

況
を
適
切
に
反
映
す
る
こ
と
。
ま
た
、
公
共
用
周
波
数
の
割
当
て
・
用
途
の
開
示
を
進
め
る
こ
と
。 
  
 

右
決
議
す
る
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